
Ⅴ 事業所運営に係る留意事項 

４ 事故等発生時の報告について 

指定障害福祉サービス等の提供中（通所事業所については、送迎時を含む。）に事故及び事件が発生した場合は、直ちに栃木県に電話によ

り第一報を入れ、その後速やかに事故報告書（任意様式）を提出してください。 

 

提出は個人情報漏洩防止のため、原則として郵送で行ってください。 

FAX を利用する場合は、関係者の氏名等の個人情報を塗りつぶした上で送信し、送信後、電話で氏名等をお知らせください。 

 

また、支給決定市区町村にも第一報として電話連絡を行い、報告書等の提出はその市区町村の指示に従ってください。 

報告を要する案件については、以下を参考にしてください。軽微な事故や誤薬については報告不要です。 

・死亡（病気等によるものは不要）、骨折、誤嚥、所在不明、触法行為 

・食中毒、感染症の集団発生（概ね 10名以上の集団発生） 

・個人情報の漏洩、利用者の不利益につながる職員の犯罪行為等 

・その他、利用者の生命身体に重大な影響を及ぼす事故 

※食中毒、感染症の集団発生は、保健所等への報告等についても適切に対応してください。 

 

なお、事故報告書の様式は任意のもので構いませんが、記載に当たっては以下の点に御留意ください。 

・被害者、発生日時、事故等の状況、対応、経過、保護者・支給決定市区町村等への連絡状況を整理して記載する。 

・被害者については、氏名、年齢（生年月日）、支給決定市区町村、障害種別、障害支援区分、障害者手帳の種類及び程度を記載する。 

・再発防止策を記載する。 

 

 

 


